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厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
「
老

齢
年
金
」
な
ど
、
老
齢
（
退
職
）
を

支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
は
、

税
法
上
「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得

税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
老
齢
年
金
の
額
が

１
０
８
万
円
以
上
（
65
歳
以
上
の

方
は
１
５
８
万
円
以
上
）
の
方
に

つ
い
て
は
、
所
得
税
を
源
泉
徴
収

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
平
成
25

年
中
に
老
齢
年
金
を
受
け
取
ら
れ

て
い
る
方
全
員
に
源
泉
徴
収
票
を

平
成
26
年
１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に

か
け
て
順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。

　

年
金
以
外
に
ほ
か
の
収
入
が
あ

り
、
税
務
署
で
確
定
申
告
す
る
場

合
や
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

の
還
付
を
受
け
る
場
合
は
、
源
泉

徴
収
票
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

源
泉
徴
収
票
を
紛
失
し
た
場
合

は
再
交
付
が
で
き
ま
す
の
で
、
最

寄
り
の
年
金
事
務
所
、
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
は
非
課

　

税
で
す
の
で
、
源
泉
徴
収
票
は

　

送
付
し
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ

○
新
居
浜
年
金
事
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平
成
26
年
４
月
末
口
座
振
替
分

か
ら
今
ま
で
よ
り
大
き
な
割
引
額

の
「
２
年
前
納
」
が
始
ま
り
ま
す
。

■
２
年
前
納
の
メ
リ
ッ
ト

○
２
年
間
で
１
万
４
千
円
程
度
の

　

割
引

○
２
年
前
納
の
全
額
が
そ
の
年
の

　

社
会
保
険
料
控
除
額
の
対
象

※
２
年
前
納
が
可
能
な
の
は
口
座

　

振
替
の
み
で
す
。

■
申
込
期
限　

毎
年
２
月
末

■
問
合
せ

○
新
居
浜
年
金
事
務
所
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老
齢
年
金
受
給
者
に
源
泉
徴
収

票
を
送
付
し
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法

「
２
年
前
納
（
口
座
振
替
）」
が

始
ま
り
ま
す

■
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
と
納
税

　

平
成
25
年
分
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
に
お

け
る
税
務
署
で
の
相
談
、
申
告
書

の
受
付
・
納
税
は
、
２
月
17
日
㈪

か
ら
３
月
17
日
㈪
で
す
。
還
付
申

告
書
は
１
月
か
ら
提
出
で
き
ま
す
。

■
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
（
個
人
事
業
者
）

　

平
成
25
年
分
の
個
人
事
業
者
の

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申

告
と
納
税
は
、
２
月
17
日
㈪
か
ら

３
月
31
日
㈪
ま
で
で
す
。

■
贈
与
税
の
申
告
は
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で

　

国
税
局
・
税
務
署
で
は
、
納
税

者
の
利
便
性
の
向
上
と
事
務
の
効

率
化
を
図
る
た
め
、
平
成
24
年
分

か
ら
贈
与
税
の
申
告
に
つ
い
て
も

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
導
入
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
で
贈
与
税
の
申
告
書
や
各

種
届
出
書
等
を
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
作
成
し
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

で
送
信
（
申
告
）
で
き
ま
す
。

　

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
は
、
パ
ソ
コ
ン

の
画
面
案
内
に
従
い
金
額
等
を
入

力
す
る
こ
と
で
、
税
額
等
が
自
動

計
算
さ
れ
、
申
告
書
等
が
作
成
で

き
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

利
用
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）

等
の
取
得
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
な
ど
は
、
伊
予
西

条
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
平
成
25
年
分
の
贈
与
税

の
申
告
と
納
税
は
２
月
３
日
㈪
か

ら
３
月
17
日
㈪
ま
で
で
す
。

※
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
の

　

電
子
証
明
書
は
、
発
行
の
日
か

　

ら
３
年
間
有
効
で
す
。

■
問
合
せ　

伊
予
西
条
税
務
署　

個
人
課
税
部
門
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※
自
動
音
声
に
従
い
、「
２
」
番

　

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

URLhttp://w
w

w
.nta.go.jp

確
定
申
告
書
は

自
分
で
作
成
し
て
お
早
め
に
！

20
日
㈭　

市
県
民
税
第
４
期
分
、

　

国
民
健
康
保
険
税
第
７
期
分
の

　

督
促
状
の
発
送

28
日
㈮　

国
民
健
康
保
険
税
第
８

　

期
分
の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

　

の
督
促
手
数
料
を
い
た
だ
き
ま

　

す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

納
期
限
日
の
預
金
残
高
に
ご
注

　

意
く
だ
さ
い
。

２
月
の
市
税
ご
よ
み

　

㈶
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
宝
く

じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て

行
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
の
助
成
を
受
け
て
、
船
屋
連

合
自
治
会
の
放
送
塔
が
増
設
さ
れ

ま
し
た
。
今
後
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
の
活
性
化
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

市
民
協
働
推
進
係
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宝
く
じ
の
助
成
金
で

整
備
し
ま
し
た

▲整備された船屋連合
　自治会の放送塔


